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個人賠償責任保険金付傷害保険

アイアル少額短期保険株式会社

＜関東財務局長（少額短期保険）第47号＞
（ご契約の前に必ずお読みください）
契約概要　　【ケガ総合保障プラン】　　重　要　事　項　等　説　明　書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

この「契約概要」は、ご契約に際して特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約される前に必ずお読みくださいますようお願いいたします。

本書面はご契約に関する全ての内容を記載しているものではありません。詳細については「普通保険約款」と「ご案内書」をご確認ください。

また、ご不明な点については、当社までお問い合わせください。
　
１.商品の仕組み
この「ケガ総合保障プラン」は、ケガによる所定の入院や通院、個人賠償の保障をする保険です。

　　また、学業資金特約を付加することにより、ご契約者様の傷害死亡保険金の支払を保障します。

２.保障内容について　
この保険契約の保障内容及び付加できる特約は次の通りです。
	保険金の名称
	支払金額（支払限度日数）
	お支払いする場合

	①傷害（ケガ）入院保険金
	日額7,000円（60日）
	被保険者が、責任開始日以降に生じた不慮の事故による傷害を原因として入院した場合

	②傷害（ケガ）通院保険金
	日額2,000円（60日）
	被保険者が、責任開始日以降に生じた不慮の事故による傷害を原因として通院した場合

	③個人賠償責任保険金
	300万円まで（1事故につき）
	被保険者が、日常生活中に他人にケガをさせたり、他人の財物をこわして法律上の賠償責任を負った場合

	＜学業資金特約＞

④傷害（ケガ）死亡保険金
	300万円（一時金）
	被保険者（保険契約者）が、責任開始日以降に生じた不慮の事故により事故の日から180日以内に死亡した場合


※傷害（ケガ）とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。　　

３.保険期間について
この保険契約の保険期間は責任開始日から1年間です。

　　

４.主な免責事由（保険金をお支払いできない場合）
この保険契約では、次に掲げる事由によって生じた事故等については、保険金をお支払いいたしません。

なお、免責事由の詳細は普通保険約款に記載されておりますので、ご確認ください。

　　　

■「傷害入院保険金」および「傷害通院保険金」の場合

1） 保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失

2） 被保険者の犯罪行為または闘争行為

3） 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転をしている間に生じた事故、または酒気帯び運転、薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転している間に生じた事故

4） 地震、噴火または津波

5） 戦争その他の変乱

6） 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故

7） 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失に起因する事故

8） 原因の如何を問わず頸椎捻挫、バレリュー症候群、頸椎神経根症、脊髄症等の頸部症候群（いわゆる「むちうち症」）

または腰痛、背痛、椎間板ヘルニアで被保険者のいう病状を裏付ける医師の診断書が確認できないもの
　　　
■「個人賠償責任保険金」の場合

1） ≪「傷害入院保険金」および「傷害通院保険金」の場合≫の4）から6）に該当する場合

2） 保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失

3） 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任

4） もっぱら被保険者の職務の用に供される動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任

5） 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任

6） 被保険者と第三者との間に損害賠償責任に関する約定がある場合において、その約定により、加重された損害賠償責任

7） 被保険者が所有、使用または管理する財物の破損について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する

損害賠償責任

8） 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任

9） 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任

10）被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任

ただし、被保険者が家事使用人として使用する者については、この限りではありません。

■「学業資金特約」の場合

1) ≪「傷害入院保険金」および「傷害通院保険金」の場合≫の4）から6）に該当する場合

2) 保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失

3) 保険契約者の自殺、犯罪行為または闘争行為

4) 保険契約者が法令に定める運転資格を持たないで運転をしている間に生じた事故、または酒気帯び運転、薬物等の影響に    　

より正常な運転ができないおそれがある状態で運転している間に生じた事故

5) 保険契約者の脳疾患、疾病または心神喪失に起因する事故

５.お引受条件
この保険契約のお引受にあたっては、以下の条件があります。

1）被保険者は、責任開始日において満年齢が6歳以上65歳までの方（保険契約の更新は75歳まで）

2）被保険者は、日本国内に在住の方

3）特約を付加する場合は、責任開始日において保険契約者の満年齢が65歳までの方（保険契約の更新は75歳まで）

4）特約を付加する場合は、責任開始日において主契約の被保険者の満年齢が30歳以下の学生

5）特約を付加する場合は、保険契約者は主契約の被保険者を扶養する方で、両親またはその第3親等までの方
６.保険料について

1） 保険料は年齢、性別を問わず一律です。ご案内書の保険料をご参照ください。

2） 保険料は年払いのみです。

3） 保険料の払込方法
初年度分については当社指定の金融機関からお払込みいただきます。

以降、更新後の保険料は原則として金融機関からの口座振替としています。　
７.満期返戻金・保険契約者配当金について

この保険契約には、満期返戻金・保険契約者配当金はありません。

８.解約と解約返戻金について
ご契約を解約される場合は、当社にご連絡ください。保険契約者は、将来に向かってこの保険契約を解約することができます。

なお、解約に際しては所定の手続完了後、すでに当社に払い込まれた年払保険料から、解約日における経過月数に応じた未経過保険料を解約返戻金として返戻します。


　

　

　　
　　
　　
　　

　

（ご契約の前に必ずお読みください）
注意喚起情報　　【ケガ総合保障プラン】　　　重　要　事　項　等　説　明　書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

この「注意喚起情報」は、ご契約に際して特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約される前に必ずお読みくださいますようお願いいたします。

本書面はご契約に関する全ての内容を記載しているものではありません。詳細については「普通保険約款」と「ご案内書」をご参照ください。

また、ご不明な点については、当社までお問い合わせください。
　
１．クーリングオフ（お申込の撤回）について
ご契約お申込後であっても次のとおりご契約申込の撤回または解除（クーリングオフ）ができます。

クーリングオフは、ご契約を申し込まれた日または本書面を受領された日のいずれか遅い日から８日以内であれば行う事ができます。

　　クーリングオフをご希望の場合は、上記期間内に（８日以内の消印有効）、必ず郵便にてご連絡ください。


　　　　　　　　　　　<送付先>　〒103-0014　東京都中央区日本橋蛎殻町2-13-6-10Ｆ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アイアル少額短期保険株式会社　クーリングオフ係

　　　　　　　　　　　　　-記載事項-

1 クーリングオフする旨の記載

2 ご契約者の氏名（押印）、住所、連絡先電話番号

3 この書面の記入日

4 契約の種類

クーリングオフされた場合には、本契約は成立しなかったものとし、すでにお支払いいただいた保険料は、速やかにお返しいたします。

　　　　　

２．告知義務について
保険契約者や被保険者の方には、保険契約締結の際、保険金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当社が告知を求めたものについてありのままを正しく告知していただく義務があります。

お申込や保険契約締結の際に告知していただいた内容が事実と相違した場合には、保険金等をお支払いできないことがあります。また、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知されたりしますと当社は告知義務違反として保険契約を解除することがありますので、十分ご注意ください。

　

　３．責任開始日について

保険契約者が指定する保険料振込日翌日以降の日とします。

当社の保険契約上の責任は、責任開始日の午前0時に始まり、保険期間満了日の午後24時に終了します。

保険料を領収する前に生じた事故による損害または費用に対しては保険金のお支払いはいたしません。

　　　　《お申込手続から責任開始日までの流れ》




４．特約について

　　　　この保険契約に付加できる特約は保険契約者の傷害死亡を保障する「学業資金特約」のみです。

　　　　この特約の被保険者は主契約の保険契約者の方です。この特約を付加する場合には、主契約の被保険者の満年齢が30
歳までの方で、当社が「個人賠償責任保険金付傷害保険　普通保険約款（ケガ総合保障プラン）」にて定める学校に在籍していることが条件となります。
　　　　①　特約の追加

保険期間の途中で学業資金特約を追加することができます。

ご希望の場合は、当社にご連絡ください。必要書類と月割りで計算した追加保険料をお知らせいたします。

　　　　②　特約の削除

保険期間の途中で学業資金特約を削除することができます。ご希望の場合は、当社にご連絡ください。
必要書類をお送りします。特約が削除された場合は、特約の未経過保険料を返戻します。
５．保険契約の更新について

①　保険期間満了日の3ヵ月前までに、更新案内、変更届出書および重要事項等説明書をお送りいたします。

2 この保険契約は保険期間満了日の1ヵ月前までに保険契約者からこの保険契約を更新しない旨の書面でのお申出がない限り、更新日において満75歳まで更新されます。

3 保険契約が更新された場合には、更新後の契約内容を記載した更新通知証をお送りいたします。当初の保険証券

と更新通知証をもって更新後の保険証券とみなしますので、大切にご保管ください。

4 更新日における被保険者の満年齢が当社の定める契約年齢を超える場合には、この保険契約は更新されません。

5 保険期間満了日の翌日から1ヵ月以内に更新保険料の払込みがされない場合は、この保険契約は更新されません。
6 更新時において、事故履歴等が当社の定める基準を超えている場合には、保険契約が更新されない場合があります。
7 当社は、この保険契約の収支を計算し、次年度以降の当社の経営に重大な影響を及ぼすことが予想されると判断した
場合は、当社の定めるところにより、保険契約の更新時において保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。この場合には、当社は、保険期間満了日の3ヵ月前までに更新後の条件を保険契約者に通知します。
8 当社がこの保険契約の収支状況を検証して不採算となる場合は、当社の定めるところにより、更新を引き受けないこ
とがあります。この場合には、当社は、保険期間満了日の3ヵ月前までに保険契約者に通知します。
６．保険金のご請求について

①　保険金の支払事由が発生した場合は、事故受付センター0120-552-919へ速やかにご連絡ください。

②　事故受付センターでは、ご加入状況の確認およびご請求の内容をお伺いいたします。

状況を詳しくご説明いただける方がご連絡ください。

③　受付後、当社より保険金請求書および必要添付書類のご案内をお送りします。

お手元に書類が届きましたら、保険金請求書にご記入いただき、必要書類を添付の上、速やかにご返送ください。

④　必要書類完備後、ご指定の口座へ保険金をお支払いいたします。

※保険金を請求する権利は、保険金の支払事由が確定したときから3年間です。

７．傷害死亡保険金受取人の変更について

　　　傷害死亡保険金は被保険者の法定相続人に支払います。傷害死亡保険金受取人について特定の方を定める場合は、所定の方法により傷害死亡保険金の被保険者（主契約の保険契約者）の同意の確認手続が必要です。

８．保険金の削減支払・減額または保険料の増額
1 保険契約の計算基礎が変動したことにより、当社の運営に著しい危険が生じると、当社が判断した場合には、保険期間中に保険料の増額または保険金額の減額をすることがあります。この場合には、当社は、速やかに保険契約者に通知します。
2 一時に多くの保険金の支払が発生し、保険金支払のための財源が不足し、当社の経営に著しい影響を及ぼすと当社が判断した場合は、当社は保険金を削減して支払うことがあります。この場合には、当社は、速やかに保険契約者に通知します。
９．セーフティネットについて

当社は、少額短期保険業者であり、保険契約者保護機構には加入していませんので、同機構の行う資金援助等の措置は

ありません。また、当社が締結した保険契約は、破綻した場合における保険契約移転の際の資金援助の補償対象契約に

該当しません。
10．少額短期保険業者について
保険業法等の法令に基づく少額短期保険業者には以下の制限があります。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


11．控除証明書について
本保険契約の保険料は保険料所得控除の対象にはなりませんので、控除証明書は発行されません。

あらかじめご了承ください。

12．当社へのご相談・苦情・お問い合わせは下記にご連絡ください　　　　　
	<お問い合わせ先>
	<保険金のご請求は>

	〒103-0014　

東京都中央区日本橋蛎殻町2-13-6-10Ｆ

　 アイアル　総合事務センター　
フリーコール　０１２０-５５０-３７８
（受付時間：平日 午前9時～午後6時）

	事故が起きましたら、お早めにご連絡ください。

　24時間　【事故専用ホットライン】

フリーコール　０１２０-５５２-９１９


≪個人情報の取扱について≫　　　　　　　　　　　　　


●個人情報の利用目的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●個人情報の利用・提供について


　　①各種保険契約の引受・継続・維持管理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 個人情報は、左記の目的以外には利用・提供いたしません。


　　②保険金・給付金の支払い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 左記の目的以外でみなさまの個人情報を利用・提供する場合には、　


　　③当社業務に関する情報提供・運営管理、商品やサービスの充実　　　　　　　必ず事前にご本人に通知し、同意をいただいた上で行います。ただし、


　　④再保険契約に基づく通知および再保険金の回収　　　　　　　　　　　　　　　　 裁判所、検察庁、警察等の法的機関から開示・提供を要求された場合


　　⑤当社およびその提携・関連会社の取り扱う各種商品やサービスの　　　　　 に限り、これに応じる場合があります。


　　　案内・提供


　　⑥その他当社業務に関連・付随する業務





プライバシーポリシーの内容に　つきましては、当社インターネットホームページをご覧ください。





http://www.air-ins.co.jp
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【個人情報相談窓口】


個人情報保護管理責任者または個人情報相談窓口責任者までご連絡お願いいたします。


お問合せの内容により必要な書類提出や質問へのご回答をお願いすることがあります。


窓口の受付時間は平日の午前９時から午後６時までとさせていただきます。


個人情報保護管理責任者　　上野　直昭


電話：　0120-550-378　　　　FAX：　03-5645-2130　


メールアドレス：info@air-ins.co.jp　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　





これまで保険・共済を通じて「安心なアクティブライフ」をお守り続けていますが、保険に関する法律の改定に伴い、平成21年1月23日、関東財務局長（少額短期保険）第47号として登録を完了し、《ケガ総合保障プラン》を発売できることとなりました。


そして学総㈱は平成23年2月1日にライズ少額短期保険㈱と合併し、アイアル少額短期保険㈱に生まれ変わりました。保障の専門会社としての実績をもとに、皆様の安心な毎日をお守り続けてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。








平成22年4月





保険法対応





ホームページアドレス　　　http：//www.air-ins.co.jp








① 保険期間は生命保険の場合1年間、損害保険は2年間です。


② 保険金の引受限度額は以下のとおりです。





保険業法における限度額�
当社における限度額�
�
・死亡保険金　　　　　300万円


・傷害死亡保険金　　　300万円


・医療保険　　　　　　 80万円


・損害保険　　　　　1,000万円�
・死亡保険金　　　　　　　300万円


・傷害死亡保険金　　　　　300万円


・入院および通院保険金　 　80万円


・個人賠償責任保険金　　　300万円�
�



※ 引受限度額内であれば、当社がご案内する他の保険契約に重複してご加入いただくことも可能ですが、


医療保険金（当社においては、入院保険金および通院保険金）については、保険期間1年間のすべての


ご契約における保険金支払総額は80万円が限度となります。





③ 1人の被保険者について、お引受できるすべての保険の合計金額の合計額は、1,000万円までとなります。


④ 1人の保険契約者について、お引受できるすべての保険の被保険者の総数は、100名までとなります。





保険証券をお届けします


（払込日より　日以内）�����
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加入承諾書の申込内容を


ご確認のうえ、保険料を


お払込みください





加入承諾書と払込用紙


を郵送します（注）





加入申込書のご記入・


ご郵送をお願いします





保障責任の開始


（通常払込日の翌日から）








